
危 機 管 理 計 画

1.日 常の安全確保について
0日 ごろから校内管理状況、生徒の状況、地域行事など安全に関わる情報について、教職員間の情

報交換等を密にして、危機に即応できる体制を整える。

○地域や関係諸機関との連携を密にし、情報を迅速に把握し、即応できる体制づくりを行う。

◇危機発生時の指揮系統

①校長  ②教頭  ③人権教育主任  ④教務■l■  ⑤総括主任

2.危機管理マニュアル (火災)

(1)組織編成 (役割分担)

本 部

(校長 教頭)

通報係

(人権教育主任)

誘導係

(各担任・教科pl■
)

◇状況把握、判断、指示

◇総指揮、通報 連絡指示

◇人員確認、とりまとめ

◇教育委員会への通報

◇校内への通報 1耀、内詢lll

◇消防署への通報

◇各種連絡を行う

◇生徒の安全な場所への誘導

◇生徒の検索

◇人員確認、報告

救護係

(養護教諭)

搬出係

(職員室にいる者)

消火係

(職 員)

◇救護所の開設

◇保健室休養者の誘導

◇救急処置、移送

◇救急隊到着の際の協力

◇非常持ち出し書類の搬出

生徒名簿

◇搬出後の警備 保守

◇初期消火

◇生徒の検索協力

◇消防隊到着の際の誘導

(2)避難場所と経路 (各教室に以下の避難経路を掲示)

◇1年は、東階段を下り、体育館前通路から運動場ヘ

◇2年は、体育館前通路から運動場へ

◇ 3年は、西階段から運動場へ (図書室、被月憤室も同様)

◇理科室 音楽室は、北IF常階段を通つて運動場へ

◇調理室 技術室は、西に出て運動場ヘ

◇美術室 視聴覚 (パ ソコン)室は、階段を下りて職員玄関または保健室から運動場へ

◇体育館 プールは直接運動場へ

◇保健室からは、直接運動場へ

(3)通 報
①放送設備が使用可能なときは、まず放送で通報する。

②同時に、または放送不能の時は、ベジレを継続してならす。

③電気機器不能の場合は、鐘を舌L打 し大声で、鐘がないときは大声で通報する。



(4)避難要領
①火災の事態の通報終了に続いて「避難用意J「起立」「進めJ

②電気機器不能のとき、口頭で「火事だ、避難用意J「起立J「進めJ

③基本的には、教室 廊下等に示してある避難経路のとおり運動場まで避難をする。

④避難をする際には、以下のことに注意をする。

火元の確認後、先生の指示通り避難.

・騒いだり、押し合ったりせず、運動場へ。

確 認 縫動場にて)

点 呼 ・ 班長 → 代表委員 → 学級担任 → 教頭 → 校長

(5)注意事項
①校舎内は速足で、先の者を追い越さない。間隔をつめ、無言で足下注意。

②校舎外に出たら、走つて運動場の避難場所に集まる。

③先の人が転んだら、右手を高く上げて「ストップ」の指示、後の人は押さずに待つ。

④担任、副担任は生徒が残っていないことを確認する。

⑤生徒は指揮者の指示に従い、勝手な行動をしないこと。

⑥避難場所に集合し、終わり次第速やかに担任または副l担任が人員を点呼し、指揮者に報告する。

(6)火元責任者 秋災の予防)

職員室

校長室

湯沸 し室

保健室

放送室

職員更衣室

視聴覚室

美術室

1年教室

2年教室

3年教室

多目的教室

教材準備室

相談室

男子更衣室

女子更衣室

生徒会室

調理室

技術室

理科室

音楽室

図書室

被服室

卓球室

体育館

プール



3.危機管理マニュアル(地震・津波)

(1)吉良川中学校災害対策本部

◇災害発生時の指揮系統
l技長  2教頭  3人権教育主任  4教

"主
任  5給括ilF

(2)休 日・夜間の展災時における参集体制

名 称 担  当 主な対応

給括本部
管理職 長

頭
校
教

被専状況等を把F_し  遅難の実施方法を決定
理難経路の安全を確認後 避難の指示
非常持ち出し品の搬出
教育,員会への報告

生ltttlL班 長業担当教員

生徒の安全を確保 し 生徒への的確な指示
生徒の負傷の有丼 負傷の程度 違難時の安全性の確認
二次災害の防止活動

達難誘導り: I‐業外教員

担当学年の教室に急行 し 授業担当教員から生徒教職員の

被言状況を聞き取 り 本部に報告
トイ レ 体育館等の残留生徒のlt認

確 認 班 学級担任
●当クラスの点呼をとり 負傷者 行方不明者を管理職に
報告

枚護対策班
養護教諭
技長
教頭

負傷者への応急手当

負傷の状況を本部に違結
E療機関への連絡

配備 体 的 酉L備来t 参業体市リ

第 1配備

警成体制
津波注意報発令 津渡 浸水が想定されるため 管理職が学校ヘ

第 2配備

厳重警戒体制
必要に応 じ災言対策
本部を設置

霧に4の地震が発生 管理職が学校^

津波警報が発―
・ 津波 浸水が想定されるため 管理職および学級担任が学校ヘ

第 3配備

災害対策本部を設置

霧度5弱の地震が発生
管理職

学級,任
姜護教諭

言度5強の地震が発生 原貝1全教職員か学校^

大津波書報発令 原則 全教職員が学校ヘ

職 名 氏名 住所 所要時間 学校以外の参集場所

枝 長 白転車

教, 白転車

教諭 自転車

教 諭 自転車

教 諭 自転車

教諭 自転車

教諭 自転車

教諭 自転車

;議自市 向転草

講 師 自転車

姜論教論 白転卓

総括上に 自転車

臨1キ 了I・ 自転車



(3)地震発生時の対応

①生徒在校中の対応

地震発生

《緊急地震速報 》
(」 ―ALERT,ラ ジオ,テレビ,携帯電話,で受信)

頭部を保護
机の下にもぐり、机の脚をしつか

持つように指示

避難場所決定
と指示

安全が確認できるまでその場を
動かないように指示

津波の襲来に対して素早く対応

避難経路の安全を確認、ハンド
マイク等での指示

全校避難の指示

避難場所 (西山台地)へ避難

冷静に行動できるように指示を
徹底

配慮を要する生徒への対応
トイレ、体育館等に生徒が残つ
ていないか確認
安全な場所に誘導し、落ち着か
せる

避難誘導、負傷者搬送など
の教職員の協力 連携

生徒名簿の携帯(連絡用 )

避 難 誘 導

点呼と安否の確認
(代表委員→教員→校長)

負傷者の確認と応急手当
関係機関への連絡

保護者と連絡がとれない生徒は
学校で保護 (安全が確認できる
までは西山から下りない)

引き渡しカードの準備

保護者への
引き渡し

学校災害本部の設置

≪一人で避難できない生徒への対応》

移動の際は 個人にあつた方法で避難する(教職員が背負う、ストレッ
チャーなど)

複数の教職員で対応する
パニックを起こさないように声がけをする

出日の紹 果
火災など二次災害の防止

机の下にもぐるなど、頭部及び
上半身を保護する



②地震発生時の場所別の指示と生徒の行動麟 経路)

《避難場所と経路 (各教室に以下の避難経路を掲示)》

◇1年は、東階段を下り、本館1階廊下を通つて生徒玄関ヘ

◇2年は、本館1階廊下を通つて生徒玄関ヘ

◇3年は、西階段から生徒玄関へ(図 書室、被服室も同様)

◇理科室・音楽室は、北非常階段を通つて生徒玄関ヘ

◇調理室 技術室は、西に出て生徒玄関ヘ

◇美術室 視聴覚 (パソコン)室は、階段を下りて生徒玄関ヘ

◇体育館 プールは直接生徒玄関ヘ

◇保健室からは、直接生徒玄関ヘ

◇運動場からは、直接生徒玄関ヘ

◇生徒玄関から外に出て、各自で避難場所 (西山台地)へ避難する

場 所 教職員の指示 生徒の行動 (注意点)

普通教室
「机の下にもぐりなさいJ

「姿勢を低くして、机の脚をつかみなさい」
机の下にもぐり 身を守る

特

別

教

室

理科室

調理室

音楽室

視聴覚室

図書室

美術室

技術室

被服室

《基本》「 姿勢を低くする  危険物からHIIれる  机の下にもぐり身を守らせるJ

「姿勢を低くしなさいJ

「食器棚から離れて姿勢を低くしなさいJ

「ピアノ、楽器類から離れなさいJ

「机の下にもぐりなさいJ

「本棚から離れなさいJ

「lllから離れなさいJ

「工具 道具棚から離れなさいJ

「道具棚から離れなさい」

アルコールランプ、ガス等の人を消す
薬品 実験用具が入つている棚から離れる
食器等が入つている棚から離れる
ガスの火を消す
ビアノ、薬器からはなれる

パソコン等の落下に注意する

本棚から離れる

棚から離れる

工具 道具棚から離れる

道具棚から離れる

体育館
(音「活動 :バスケ)

「体育器具や窓ガラスから離れて中央に
集まりなさい」

天丼や窓からの落下物、体育器具の転
倒などに注意し、安全な場所に集まる

グランド・中庭等
(部活動:野球)

「校舎、フェンスなどから離れて、姿勢を
低くしなさいJ

窓ガラスの飛散や外壁のl■l壊フェンス等
の転倒に注意する
中央に集まり、姿勢を低くする

プール
(始業前)

(休み時間)

「プールの端に移動し、プールのふらを
つかみなさいJ

ブールの端に移動して、プールのふちを
つかむ
揺れがおさまったら 速やかにプールを出
て 安全な場所に避難する

廊下 階段
(始業前)

(休み時間)

「教室に入りなさいJ

「しゃがんで頭を守りなさいJ

近くの教室に入り、机の下にもぐる

《教職員の対応における留意事項》
的確な指示
周囲の安全確認
生徒の人数確認
生徒の不安を和らげる声力ヽ す
余震、二次災害への対応

《教職員と生徒が離れている場合の対応》
分散して、校舎内を巡回し、生徒の安
全を確認
安全な場所への誘導
負傷者がいる場合は、応急処置をする



③生徒登下校中の対応

地震発生 教職員の対応 生徒への対応・留意点

揺れがおさまったら 津波被害
に備えて高台 (西山台地、笠木
山)または、地域で指定された

場所に避難

津波警報が出た場合、解除され
るまで避難場所を動かない

生徒名簿の準備

姿勢を低くし、頭部及び上半身
を保護する
建物、プロック塀 窓ガラス等か
ら離れる

生徒の安否確認
校内巡視
通学路巡視
自宅確認

生徒に関する情
報の集約

学校に残ってい
た生徒の保護者
への引き渡じ

校内に残っている生徒

通学路を巡視して生徒の

避難所等の確認

／
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④校外での活動時の対応

姿勢を低くし、頭部及び上半身を
保護する

建物、プロック塀、窓ガラス等から
離れる

・パニックをおこさないように、声を
かけて安心させる

状況の把握と的確な指示

倒壊物、落下物への注意指示

乗り物に乗車中の場合は、
乗務員の指示に従う

施設利用時は係員の指示に従う

揺れがおさまったら、場所によ
つて情報を集めながら、安全な
場所べ避難の指示

海岸部や津波被害の危険性が
ある地域では、速やかに高台
や十分な強度のある建物の3階

以上べ避難

生徒の不安を取り除く声力■ナ

人員の確認

負傷者の確認と応急手当

教職員の対応 生徒への対応・留意点

☆あらかじめ次のことを確認し
ておく

その地域の避難場所等の必
な情報

・家庭、学校等への連絡方法

乗り物に乗車中の場合は、乗務
員の指示に従う

施設利用時は係員の指示に従う

山間部では、平地べゆつくり移動
する

状況に応じて、地域の方に助けを
求める



(4)連 絡 体 制

く避難所》

通学している学校
等以外の避難所
にいる生徒等の

安否情報

【連絡の内容】
生徒等の避難状況
生徒及び教職員の被災状況
学校等の被災状況
休校等の措置

市町村・県 災害対策本部

《保 護 者 》

残留生徒等の

保護方法

生徒の引き渡し
方法

帰宅方法等連
絡事項

・休校等の連絡

地震発生
○消 防
○警 察
○保健所
○医療機関

機関への要請等

通学路の安全確保

消火

救急活動

衛生管理

負傷者の受け入れ 等

室戸市教育委員会
保育主管課

高知県教育委員会



(5)生徒等の保護者への引き渡し

引き渡しの実施
集約と報告

《引 き 渡 しカ ー ド》 ※2セ ットを別々の保管場所に置いておく

被害状況把握

校区の状況把握
家庭で引き取り者の優先
順位を決めておき、学校
も把握

施設の被害状況調査
安全確認 危険簡所の
立入禁止措置
通学路とその周辺の被
害状lt把握
校区内の家屋の損壊、
交通機関等の状況把握下校等の判断

・帰宅か保護か
・集団下校か引き渡しか

※3き取り者は複数決めておくようにしておく

《引き渡し方法 》
(1)生徒は、引き渡し場所に学年 (学級)ごとに集合する。保護者は指定の場所で待機する。

避難場所 :西山台地 (集会所)

(2)ハンドマイク等の指示で引き渡し開始 (引 き渡しは原則学級担任が行う)

学級担任に名前を告げて、引き渡しカード又は引き渡し一覧表で確認を受ける.

兄弟姉妹がいる場合は、低学年の
`L徒

から引き取る。
・ 実際の場合に負傷した生徒は、養護教諭 (本部)に直接確認して引き取り、学級担任に

報告して下校する。
生徒が不明な場合は、本部にて指示を受ける。

学年 組 氏名 |         1血 液 型

住   所 地 区 名

保 護 者 名 電 話

兄 弟 姉 妹 年  組 氏名

緊急時の連絡先 電話

引 き 取 り 者 生徒等との関係

引 き渡 し 曰時 月 日 時 分 教 職 員 名

避 難 場 所 特 記 事 項

あらかじめ定めた方法で
時間、場所を知らせる
保護者不在の生徒への

配慮
伝言ダイヤル「171J利用



(6)保護者への引き渡しの判断基準

0大災害の場合原則、安全な避難場所 (西山台地)に来

“

らい、保護者に引き渡す。
(生徒だけで下校させない。大津波警報 津波警報発令時は原則、帰さない。)

O下記の情報を確認し、生徒等の下校等について安全面を総合的に判断し決定する。
津波警報 大津波警報の有無
二次災害 (火災.建物崩落 余震)の有無
「避難勧告J「避難指示J発令の有無
通学路の安全状況の確認
生徒の帰宅先及び帰宅後の状況(家庭で一人にならないか)

生徒の家庭周辺の安全状況の確認

学校を含む地域の震度

震度 553以上 震度4以下

原員」として避難場所 (西山台地)に

避難する。

保護者が引き取りに来るまで学校
(避難場所)に待機させる。

時間がかかつても保護者が引き取
りに来るまで生徒を学校 (避難場
所)で待機させる。

津波警報 大津波警報が発令された場合は
避難場所 (西山台地)に避難する。

原則として下校させる。交通機関に混乱が
生じて、保護者が帰宅困難になることが予
想される場合、事前に保護者からの届けが
ある生徒については学校で待機させ、保
護者の引き取りを待つ。

(7)津波の危険性がなくなった後の対応 (避難した場合)

対応方針の決定

情報の収集・伝達

生徒教職員
の安全確保

救急救腱
救出救助

括
長

総
校

避難場所で、今後の対応について協議。
(生徒への対応、教員の役割分担)

学校及び校区内の被災状況の確認。
(室戸市危機管理部、地域白主防災組織との連携)

地震の規模、余震の可能性と規模、火災津波などの
二次災害等の危険性等の情報を把握.

(ラジオ インターネット携帯電話 メール)

教職員
確認班

避難誘導班

生徒の安否確認を行う。
生徒の不安を緩和する。
生徒の体調確認、状況説明を行う。
保護者への連絡 状況説明。

教職員
救護対策班
生徒対応II

養護教諭を中心に救護に当たる。

怪́我をした人の応急救護を行う。



４

＜

.危機管理マニュアル (不審者の対応について)
■)不 審 者 の 立 ち 入 り な ど緊 急 時 の 体 制
*来訪者があれば、声がけなどをして、その目的や身元の確認をする。
*不審者には、複数の教員が対応し、直ちに校長または教頭に伝達し、指示を受ける。

(校長室に案内し、校長または教頭が対応できるよう心がける。)

(2)具 体 的 な 対 応 に つ い て (次ベ ー ジ 以 降 に フ ロ ー 図 )

(3)日 常 の 役 割 分 担

O学校での巡回と報告   登校時 朝読書時 昼休み時 放課後に各学年で巡回。

(4)登 校 ・ 下 校 時 に お け る 安 全 確 保
*通学路を通つて、複数で、より安全な経路で登下校をする指導.

*「子ども110番の家」など、生徒が緊急時に避難できる場所の確認.

*学級活動等で、万―が発生した場合の対処法の指導を行う。

(5)関 係 諸 機 関 と の 連 携
*日 ごろから警察署 補導センター等の関係機関や、PTA、 公民館、市民館、地域住民の方と

の連携を密にし、情報を把握し、連携をして対応できる体制づくりをする。
*警察署 補導センター等からの緊急情報に対しては、速やかに対応し、学級での安全指導を行

う。また、必要があれば、学校通信または電話で保護者に連絡をして対処する.

願 見 知 り

で な い場 合

「孫 を 見 に 来 た .

の 家 の 者 で す .

ませ て 案 内 す る _

案 内 した 職 員 が で き る だ け

帰 る まで 一 緒 に い る こ と .

通 常 の 来 訪 者 へ の 対 応 の 基 本 原 則

顔 見 知 りで保 護 者 )工 事

作 業 関 係 者 の場 合

「参 観 に来 た 。 J

「 工 事 に来 た 。 」

「 4業 に来 た 。 J

工 事 等 で 明 らか な 場 合 は

業 者 に任 せ る .

Xい ず れ の 場 合 も、 案 内 す る と き に は、 来 訪 者 か ら 目 を離 さ な い よ うに 案 内 す る。

で きれ ば 自分 よ りも前 を 歩 い て も ら tヽ 、 常 に進 行 方 向 と同 じ視 界 に 入 る よ うに す る .

× 必 ず 職 朝 で 工 事 や 作 業 の 有 無 を確 認 を して お くこ と。

確 認 の な か っ た作 業 や 工 事 の場 合 に は職 員 室 で 受 け付 け を して も ら う こ と。

× 年 度 当初 に、 生 徒 に会 わ せ て は い け な い 関係 者 等 の確 認 を して お く こ と。

「 1111え Jの 場 合

「 職 員 室 に案 内 し ます の で

ご一 緒 に ど うぞ .J

対 応 時 の 挙 動 が

不 薔 な 場 合 は

不 書 者 対 応 ヘ

で 確 認 で き て な い

業 の 場 合     「

用 件 を 聞 く
「 と う い っ た ご用 件

で し ょ う力 _」

用 件 を 聞 く
「 ど う し っ た ご月 件

で し ょ う力 .J

受 付 け ?
「受 イ寸

`ま

され ま した 力 ?J
「職 員 室

`よ

行 力 れ ま した 力 ?」

け ιlJの 写今

「お 名 前 を お 伺 い して も

よ ろ しい て し ょ う力 .J
あ とで 必 ず 確 認 す る こ と

名 前 を 言 つ て くれ な い

場 合 や ■ 動 か 不 害 な

場合 は不 書 者 対 応 ヘ

案 内
「 ご案 内 いた します .

ど うそ こち ら .ヽ J



不審者の対応について

反応や行動で不冨

者かどうかを判断

するが その場合

でも人権には配慮

すること

対応しているl・lに

危害を加えるか

危険物を所持して

いるかを確認す

る

報告を受けた戦員は 議員間で情報を

共有し 不審者に同行の職員に合流

退去後に管理職に報告し 令のため

教育委員会や関係機関にも連絡する

×生徒に依頼する職員宣への通報は 安全に行ける経路を確保できない場合は 生徒全員の安全を優先に考える.

X生徒が安全に還難できる経路がある場合は 随時迎難させる.

×不審者を誘導する場合は 来訪者から目を離さないように誘導する.

できれば自分よりも前を歩いてもらい 常に進行方向と同じ視界に入るようにする.

複数で誘導する場合は 前後で袂むように誘導する。

×生徒の避難誘導は授業担当者が行う.不審者に会わない経路で適難させ 安全な場所で待概させ 管理する.

(教室て授業者が発見した場合)

不害者来諦

日件を目く
iど うぃったご用件でしょう力 J

「受付はされましたか J
「お名前はお伺いしてもよろしいですか J

退去を求める
「教育活動中ですので■れ入りますが

お:さ 取り(た さい J

職員室への連絡を依頼
生tの 安全と退達E■を■Pの 上

複数生tにヽ員室に正報させる

場合       生徒か

職員室へ連絡
管理職が 生徒のを定整■する者 応■に行

く者 贅蒙に通報する者を櫻示する

退去に同行し退去を確認
生にに■示した上で 教室から不書きに同

イ「 し 校外に出たことをt認する

数室て不書青へ対応
不審者から目を離さないよう

安全な問合いを取って応対する

生徒が安全に退建できるよう達難路を

保 し 連難させ る 同時に他教室の

生徒も安全な場所べ運摯させ

生徒の避継誘導
安全な●・ 路で安全な場所 まで生徒の簿甦を誘

導 し 人数確認後 に合重義に報■する

職員室へ誘導
―路に行くよう説得する

無理なら応援が来るまで刺激しな

いよう説得 (時 間を0せ ぐ)

再度来筋
lt晨 堂^誘導し

警察に1,通報する

説碍に応しずその場かじ

応援が来たら

刺激しないよ

う佼長室ヘー

緒に行くよう

に説得する

不害者に対応
できるだ綱 合いをと, さすまた等で

警察が共るまで

"間

をかせ(

校晨室て対応
警察が来るまで時間を

かせぎ ,,応 ,

警察に31●護し



不審者の対応について
(授業者以外が発見した場合)

用件を与ねた時の反応やi

動で不審者かどうかを判断

する力ヽ その場合でも人権

には配慮すること

対応している間に危害を力1

えるか 危険物を所持して

いるかを確認する

退芸後に管理職に報告し

麟員同で情報を実有する

念のため教育委員会や

関係機関にも連絡する.

×単独で発見した場合には 目を離した隙に行方が分からなくなってもいけないため 他の応援が来るまで不審者に対応する.

X不害者を誘導する場合は、来訪者から目を離さないように誘導する。

できれば自分よりも前を歩いてもらい 常に進行方向と同じ視界に入るようにする.

複数で誘導する場合 ま 前後で挟むように誘導する。

Xttttの避難誘導は授業担当者が行う.不審者に会わない経路で違肇させ 安全な場所で行機させ 管理する。

不審者来訪

日件を聞く
「どういったご用件でしょう力 J

「受付はされましたか,J
「お名前はお伺いしてもよろしいです力.J

退去を求める
は 育活動中ですので■れ入ります力ヽ

お:さ 取 ,く ださい 」

過去を確認
必ず

'外
に出たことを

確認すること

不害者への対応
不害者から目を確きなtヽ よう安全な肖0いを

取っておヽする

した場合       対応した場合

応対する者IX外が

職員室へ連絡
管理識が 生tのi警講諄する● 5去 に́

=
く者 警今[E張丁る者を|=示●る

再 度 来 節

載員皇へ誘導し

警泰 =t,E報する

職員室へ誘導
―結

=行
くよう説得する.

無理なら応援が来るまで

'!激

し

ないよう説得 (時 間を力せぐ)

生徒の避難誘導
安全な●.路 で安全な場所まで生ttの こ難を三

導し 人数確議後に管理ヽ
=報=す

る

応擾が来たら刺激しな

いよう校長室ヘー結に

行くよう誠得する

その場から動かない場合
校 長 室 τ 対 応

警察が来るまで時間を

かせぎ 対応する

不書者に対応
できるだり間合いをと, さすまた等で

警察が来るまで時間をかせ0

警察に日!き滅し

応した場合



不審者の対応について
(生徒が発見した場合)

生徒を安全な場所^いつても

導できる態勢を

｀
滉 を

全な還難経路を確

し いつでも週難

きる準備をする

危害を力0え た , た

を所11し ていた ,

する場合には安全な

運去に応 した

ケに 教育

員会  関係機

関に連絡す る

用件を尋ねた時の反応や

行動で不害者かどうかを

1ヽ断するが その場合で

も人権には配慮すること

対応している間に危害を

'0え

るか 危険物を所I.

しているかを確認する.

^理難を開t.

再度戻って |

きた場ヽ

×不審者を職員室べ週報した生徒は職員室から移動させない。

X不審者を誘導する場合は 来訪者から目を離さないように誘導する.

できれば自分よりも前を歩いてもらい 常に進行方向と同じ視界に入るようにする.

複数で誘導する場合は 前後で挟むように誘導する.

X生徒の連難誘導は 不審者に会わない経路で l・難させ 安全な場所で行機させ 管理する.

不審者来請を
生徒がド員宣べ連絡

発見現場に

複数で向かう

不害者に対応する者以外が生

徒の運難誘導の準備へ向かう
不審者発見

生徒の避難
準備・待機

用件を開く
[ど ういったご局件でしょう力 J

「受イ寸はされましたう J
「お名前はお伺いしてもよろしいですか J

退去を求ある
「教育活動中ですので恐れ入りますか

お:さ 取りください J

退去に同行し

退去を確認
不ξ者に同行し な外[

山たことをr認 ,ろ

生 徒 の 選 難 誘 導

責全な経路で安全な場Fま で

三tの遅雉を誘導し 人数確

認後に管理職に根告する

再 度 来 節

臓員室べあ■し

警察にもこ鞍する

職員室へ誘導
―結 に行 くよう計得す る

無理な ら応損が来 るまで,|な しないよ う

説得 し 警察 にも遅報す る

lttk生は1:〔        
＼ヽ

、
ように説得する.        その場から

動かなかった場合

校 長 室 て 対 応

警察が来るまで■;:を

かせぎ ,寸応する

不 書 者 に 対 応

できるだけ問合いをと,

さすまた等で警察が来る

まで時間をかせぐ

警察に引き滅じ



5.危機管理マニュアル (弾道ミサイル)

(1)弾道ミサイルについて
弾道ミサイルは、発射からわずか 10分もしないうちに到達する可能性がある。ミサイルが

日本に落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を伝える「Jア ラー ト」を活用して、

防災イテ政無線で特別なサイレン音とともにメッセージが流れるほか、緊急速報メール等で緊急

情報が伝えられる。

※」アラー トの情報について

第 1報 「ミサイル発射情報 避難の呼びかけ」

第 2報 「ミサイル落下の可能性情報、直ちにlF■難の呼びかけJ

第 3報 「日本の領土 領海に落下したとの情報があつた場合J

(2)通 報
①Jア ラートを防災行政無線で受信後、すぐに放送で通報する。
②その後の情報が入るたびに状況について放送を入れる。

(3)状況による対応
◎学校教育活動中の場合

放送の指示により、次の行動をとれるようにする。また、休み時間等で教室に全員がそ

ろっていない場合には、着弾までは時間があるので、全員に自分の教室に戻るよう放送等

で指示し、教室では担任が全員そろっていることを確認したうえで次の行動をとらせる。
≪教室にいる場合≫

① カーテンを開める。 (暗幕カーテンがある教室では1音幕も開める。)

② 教室に備え付けのヘルメットをかぶる。

③ ガラスからできるだけ離れ、教室の中央に集まる。

④ かがんで体をできるだけ小さくする。

≪外 (体育館)にいる場合≫

① 自分の教室に避難する。

② 以後は教室内にいる場合と同様の対応をとる。

0登下校中に」アラー ト (防災行政兼線放送等)を聞いた場合

① /AN民館、市民館、小学校等の近くにいる時 施設の開館時間であれはそこに避難し、窓

やガラスからはできるだけ離れ、頭を保護し、かがんで体をできるだけ小さくする.

② 上記以外の場合には、近くの鉄筋コンクリー ト造りの建物に避難し、同様の姿勢をとる。

③ コンクリート造りの建物がない場合は、木造でもかまわないので屋内に避難を求め、同

様の姿勢をとる。

④ 屋内に避難できない場合は、物陰に移動し、低い姿勢で頭を保護し、同様の姿勢をとる。

(4)日 本領土・領海に落下したとの情報があった場合 (第 3鋤
◎学校教育活動中の場合

①上記 (3)の対応を取つた後、通常の教育活動は中止する。下校等については、学校長が

室戸市教育委員会と協議し、判断する.

②早めに下校させる場合には連絡網により、家庭と連絡を取り合う。

◎始業前の場合

原則として臨時休校とする。学校からの連絡等はできないので、防災行政無線等の情報に

気を付ける。 (室戸市教委通知 H2910■ )


